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別  紙              

 

         議 事 の 経 過  

 

第 一 日  平 成 二 十 七 年 九 月 一 日      開 会  午 前 十 時 〇 〇 分  

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  み な さ ん お は よ う ご ざ い ま す 。  

  た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 三 名 で あ り ま す 。  

定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 た だ 今 か ら 平 成 二 十 七 年 第 三 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会

を 開 会 い た し ま す 。  

   こ れ か ら 、 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  

八  番  吉  村  忠  男  君   

九  番  相  馬  勝  治   君  

十  番  工  藤  健  一  君 を 指 名 い た し ま す 。  

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と い た し ま す 。  

本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し  

た の で 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

奈 良 岡 文 英 議 会 運 営 委 員 長 。  

［ 議 会 運 営 委 員 長  奈 良 岡 文 英 君  登 壇 ］  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 奈 良 岡 文 英 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  
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た だ 今 か ら 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

去 る 八 月 二 十 七 日 、 午 前 十 時 か ら 役 場 三 階 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九

条 第 三 項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 を す る た め 、 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、 平 成 二 十

七 年 第 三 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 各 委 員 の 意 見 を 十 分

尊 重 の う え 、 慎 重 に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 九 月 十 日 ま で の 十

日 間 と し 、 会 期 日 程 に つ い て は お 手 元 に 配 布 し て お り ま す と お り  

九 月 一 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提 案 理 由

説 明 ・ 平 成 二 十 六 年 度 決 算 審 査 報 告 ・ 決 算 特 別 委 員 会 設 置 ・ 議 案 （ 請 願 ） 審 議

・ 採 決  

九 月 二 日 、 三 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  

  九 月 四 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

  九 月 五 日 、 六 日 は 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会  

  九 月 七 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

  九 月 八 日 、 九 日 は 、 決 算 特 別 委 員 会 の た め 休 会  

  九 月 十 日 は 、 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 常 任 委 員 会 報 告 ・ 閉 会  

以 上 、 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を 、 ご 報 告 い た し ま す 。  

ま た 、 今 定 例 会 は 任 期 中 の 最 後 の 定 例 会 で あ り ま す 。  

長 い 間 、議 会 運 営 委 員 に 対 し て は 、み な さ ん の ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 。

お か げ で 任 期 を 、 ま た 職 務 を 全 う す る こ と が で き ま し た 。 お 礼 申 し 上 げ ま す 。 あ

り が と う ご ざ い ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本 日 か

ら 九 月 十 日 ま で の 十 日 間 と し 、 休 会 日 は 、 お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す 日 程 表 の と
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お り に し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ っ て 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 の と お り 、 会 期 は 九 月 十 日 ま で の 十 日 間 と し 、

休 会 日 は お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す 日 程 表 の と お り と す る こ と に 決 定 い た し ま

し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  

議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す 印 刷  

物 に よ り ご 了 承 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  次 に 代 表 監 査 委 員 か ら 、 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

  神 忠 勝 代 表 監 査 委 員 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神 忠 勝 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

   お は よ う ご ざ い ま す 。  

監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

   例 月 出 納 監 査 に つ い て は 、 去 る 八 月 二 十 五 日 、 二 十 六 日 及 び 二 十 七 日 の 三 日 間

に わ た り 、 七 月 分 の 各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出 に 関

す る 証 書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れ て お り 、

異 常 な い も の と 認 め ま し た 。  

   以 上 で 監 査 報 告 を 終 わ り ま す 。  
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○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

   こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

日 程 第 四 、 報 告 第 十 一 号 か ら 報 告 第 十 四 号 ま で 及 び 議 案 第 四 十 五 号 か ら 議 案 第

六 十 二 号 ま で を 一 括 上 程 し 、 町 長 か ら 提 案 理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。   

町 長 平 田 博 幸 君 。  

［ 町 長  平 田 博 幸 君  登 壇 ］  

○ 町 長 （ 平 田 博 幸 君 ）  

（ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   日 程 第 五 、 平 成 二 十 六 年 度 決 算 審 査 報 告 に つ い て 、 代 表 監 査 委 員 か ら 報 告 を も

と め ま す 。  

神 忠 勝 代 表 監 査 委 員 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神 忠 勝 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

   平 成 二 十 六 年 度 決 算 審 査 に つ い て 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

  平 成 二 十 六 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  平 成 二 十 六 年 度 藤 崎 町 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  平 成 二 十 六 年 度 藤 崎 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  平 成 二 十 六 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  平 成 二 十 六 年 度 藤 崎 町 水 道 事 業 会 計 決 算  

  平 成 二 十 六 年 度 藤 崎 町 下 水 道 事 業 会 計 決 算  

   以 上 の 会 計 決 算 に つ い て 、 平 成 二 十 七 年 八 月 十 日 、 十 一 日 、 十 二 日 、 十 七 日 、

十 八 日 及 び 十 九 日 の 六 日 間 に わ た り 、 平 成 二 十 六 年 度 各 会 計 の 決 算 書 、 歳 入 歳 出
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事 項 別 明 細 書 、 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 、 財 産 に 関 す る 調 書 等 及 び 関 係 諸 帳 簿 並 び

に 証 書 類 等 の 提 出 を 求 め 、 慎 重 に 審 査 い た し ま し た と こ ろ 、 計 数 に 誤 り が な く 適

切 に 処 理 さ れ て お り 正 当 で あ る も の と 認 め ま し た 。  

   ま た 、 将 来 に わ た り 健 全 な 財 政 運 営 を 確 か な も の に す る た め に は 、 地 方 公 共 団

体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 、 健 全 化 判 断 比 率 及 び 資 金 不 足 比 率 に つ

い て 、 早 期 健 全 化 基 準 及 び 経 営 健 全 化 基 準 を 上 回 ら な い 財 政 運 営 を 引 き 続 き 堅 持

す る よ う 、 努 力 さ れ た い 。  

   な お 、 細 部 に つ い て は 、 別 紙 意 見 書 の と お り で あ り ま す の で 省 略 い た し ま す 。  

  以 上 、 決 算 審 査 の ご 報 告 と い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   決 算 審 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

   日 程 第 六 、 決 算 特 別 委 員 会 設 置 の 件 を 議 題 と い た し ま す 。  

   お 諮 り い た し ま す 。  

   本 定 例 会 に は 、 議 案 第 五 十 七 号 か ら 議 案 第 六 十 二 号 ま で の 、 平 成 二 十 六 年 度 の

各 会 計 の 決 算 が 上 程 さ れ て お り ま す の で 、 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 決 算

特 別 委 員 会 を 設 置 し 、 こ れ に 付 託 の う え 、 審 査 期 限 を 平 成 二 十 七 年 第 三 回 定 例 会

ま で と い た し た い と 思 い ま す 。  

   こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ つ て 、 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 決 算 特 別 委 員 会 を 設 置 し 、 議 案 第 五

十 七 号 か ら 議 案 第 六 十 二 号 ま で を 、 こ れ に 付 託 の う え 、 審 査 期 限 を 平 成 二 十 七 年

第 三 回 定 例 会 ま で と す る こ と に 決 定 し ま し た 。  
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○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   日 程 第 七 、 請 願 第 四 号  今 国 会 で の 安 全 保 障 関 連 法 案 の 立 法 措 置 を 行 わ な い こ

と を 求 め る 請 願 書  を 議 題 と い た し ま す 。  

   請 願 第 四 号 の 紹 介 議 員 を 代 表 し て  浅 利 直 志  君 か ら 、 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

［ 浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

   そ れ で は 、 請 願 に つ い て の 趣 旨 説 明 を さ せ て 頂 き ま す 。  

   紹 介 議 員 は 私 と 、 奈 良 岡 文 英 議 員 、 藤 林 公 正 議 員 で あ り ま す け れ ど も 私 の 方 か

ら 説 明 さ せ て 頂 き ま す 。  

   請 願 事 項 は 、 今 国 会 で の 安 全 保 障 関 連 法 案 の 立 法 措 置 を 行 わ な い こ と を 求 め る

請 願 で ご ざ い ま す 。 請 願 団 体 は 南 黒 母 親 連 絡 会  常 盤  代 表 者  米 村 栄 子  さ ん

で あ り ま す 。 請 願 の 趣 旨 で ご ざ い ま す が 、 現 在 安 倍 内 閣 は 安 全 保 障 関 連 法 案 と し

て 、 国 際 平 和 支 援 法 案 及 び 平 和 安 全 法 制 整 備 法 案 を 第 百 八 十 九 国 会 に 提 出 し 、 大

幅 に 会 期 延 長 さ れ た 今 国 会 で の 成 立 を 図 っ て い ま す 。 こ れ ら の 法 案 は 、 平 和 と い

う 文 言 で 表 現 さ れ て い ま す が 、 そ の 内 容 は 日 本 国 憲 法 が 第 九 条 で 定 め て い る 、 国

際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 た る 戦 争 と 、 武 力 に よ る 威 嚇 ま た は 武 力 の 行

使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 、 永 久 に こ れ を 放 棄 す る 。 と の 規 定 を 否

定 し 、 海 外 で の 戦 争 に 日 本 が 参 加 す る こ と に な る 法 案 で す 。  

   こ の 法 案 の 問 題 は 第 一 に 、 自 衛 隊 が 地 球 上 の ど こ に で も 赴 い て 、 米 軍 を は じ め

と す る 他 国 軍 へ の 軍 事 支 援 を 行 う こ と を 可 能 と し て お り 、 こ れ ま で 禁 じ て い た 戦

闘 地 域 で の 活 動 も み と め ら れ 、 自 衛 隊 が 実 際 に 武 器 を 使 用 し て 武 力 を 行 使 す る こ

と に な り ま す 。  

   第 二 に 、 Ｐ Ｋ Ｏ （ 国 連 平 和 維 持 活 動 ） 法 の 改 定 が 盛 り 込 ま れ 、 自 衛 隊 が 危 険 な

治 安 維 持 活 動 に も 取 り 組 む こ と と と な り 、 自 衛 隊 に 与 え ら れ る 任 務 の 危 険 性 は 更
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に 高 く な り ま す 。 第 三 に 、 日 本 が 攻 撃 さ れ て い な い 場 合 で も 、 時 の 政 権 の 判 断 で

集 団 的 自 衛 権 を 発 動 し 、 米 国 の 先 制 攻 撃 の 戦 争 に も 参 戦 す る 危 険 が あ る 法 案 で

す 。 安 全 保 障 関 連 法 案 は 、 こ れ ま で 歴 代 政 府 が 、 憲 法 上 で き な い と し て い た こ と

を 踏 み 越 え て 、 戦 後 七 十 年 間 平 和 国 家 と し て 築 き 上 げ て き た 日 本 の 国 の あ り 方 を

大 き く 転 換 さ せ る 重 大 な 内 容 で す 。 生 命 を 生 み 出 す 母 親 は 、 生 命 を 育 て 、 生 命 と

憲 法 九 条 を 守 る こ と を 望 み ま す 。 多 く の 世 論 調 査 で も 政 府 は 法 案 の 内 容 に つ い て

十 分 な 説 明 を し て い な い 。 と い う 意 見 が 八 割 に も の ぼ る こ と な ど 、 あ る い は ま た

今 国 会 で 成 立 し な く て も よ い の で は な い か と い う の が 五 割 、 六 割 に も 達 し て い る

と い う こ と 、 法 案 に つ い て の 国 民 の 理 解 が 得 ら れ て い る と は と て も 言 い が た い 状

況 で す 。 よ っ て 、 政 府 国 会 に お か れ ま し て は 、 今 国 会 で の 安 全 保 障 関 連 法 案 の 立

法 措 置 を 行 わ な い こ と を 求 め る も の で あ り ま す 。 な お 、 継 続 審 査 と い う 形 で は な

く 、 本 定 例 会 で 採 択 す る こ と を 希 望 す る も の で あ り ま す 。 以 上 の 趣 旨 か ら 本 請 願

を 採 択 し て 頂 き ま す こ と に ご 賛 同 し て 下 さ い ま す こ と を お 願 い 申 し 上 げ ま し て 、

こ の 場 で の 趣 旨 説 明 と さ せ て 頂 き ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

  小 野 稔 君 。  

○ 六 番 （ 小 野 稔 君 ）  

   六 番 。 今 回 国 会 で の 安 全 保 障 関 連 法 案 の 立 法 措 置 を 行 わ な い こ と を 求 め る 請 願

に 対 し て 、 緊 急 動 議 を か け る も の で あ り ま す 。 こ の 内 容 を 継 続 審 査 と い う こ と で

お 願 い し た い と 思 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  請 願 第 四 号 を 継 続 審 査 す る こ と に つ い て の 動 議 の 発 言 が あ り ま し た 。  

  こ の 動 議 に 賛 同 す る 方 は 起 立 を 願 い ま す 。  
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（ 賛 同 者 起 立 ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  起 立 、 多 数 で あ り ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 四 号 は 継 続 審 査 と い た し ま す 。  

  こ の 請 願 は 、 会 議 規 則 第 八 十 九 条 に よ り 総 務 産 業 常 任 委 員 会 に 付 託 す る こ と に 賛

成 者 の 起 立 を 求 め ま す 。  

（ 賛 成 者 起 立 ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  賛 成 、 多 数 。  

  よ っ て 、 こ の 請 願 は 総 務 産 業 常 任 委 員 会 に 付 託 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   日 程 第 八 、 請 願 第 五 号  米 価 暴 落 対 策 の 意 見 書 を 求 め る 請 願  を 議 題 と い た し

ま す 。  

   請 願 第 五 号 の 紹 介 議 員 の  浅 利 直 志  君 か ら 、 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

［ 浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

   引 き 続 き 趣 旨 説 明 を さ せ て 頂 き ま す 。  

   米 価 暴 落 対 策 の 意 見 書 を 求 め る 請 願 で ご ざ い ま す 。 請 願 趣 旨 。 お 手 元 に 配 布 さ

れ て い る 資 料 に 基 づ い て 趣 旨 説 明 を さ せ て 頂 き ま す 。 請 願 団 体 は  津 軽 農 民 組 合  

代 表 者 は  工 藤 保  さ ん で あ り ま す 。 請 願 趣 旨 、 ５ 月 ま で 下 が り 続 け た 二 十 六 年

産 米 の 相 対 価 格 は 、 六 月 度 は 若 干 上 が っ た も の の 、 農 家 手 取 り は 八 千 円 台 の 水 準

で 、 労 賃 は も と よ り 、 物 財 費 さ え 確 保 で き な い 価 格 で す 。 そ の 原 因 は 六 月 末 の 民

間 在 庫 が 二 百 三 十 万 ト ン と 昨 年 よ り 十 万 ト ン も 多 い な ど 、 過 剰 基 調 に あ る こ と は

明 ら か で す 。 そ し て 二 千 十 五 年 産 の 早 場 米 の Ｊ Ａ 概 算 金 は 昨 年 よ り 三 百 円 か ら 一
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千 二 百 円 の 引 き 上 げ に と ど ま っ て い ま す 。 こ ん な 価 格 で は ど ん な 経 営 努 力 を 講 じ

て も 経 営 は 維 持 で き ず 、 そ の し わ 寄 せ が 、 大 規 模 経 営 や 集 落 営 農 組 織 等 の 担 い 手

層 の 経 営 を 直 撃 し 、 規 模 拡 大 ど こ ろ か 借 地 の 返 却 と 離 農 が 同 時 に 進 む こ と に な り

か ね ま せ ん 。 し か も 政 府 が 米 直 接 支 払 交 付 金 を 半 減 し 、 米 価 変 動 補 て ん 交 付 金 を

廃 止 し た た め に 、 稲 作 農 家 に 二 重 、 三 重 の 経 営 困 難 を も た ら し て い ま す 。 そ し て 、

重 大 な の は 現 状 の ま ま で 推 移 す れ ば 、 昨 秋 の 二 の 舞 に な り か ね な い 状 況 に あ る こ

と で す 。 政 府 は 、 多 く の 農 家 や 関 係 者 の 米 価 対 策 を 求 め る 世 論 に 押 さ れ て 融 資 や

コ ス ト 削 減 へ の 助 成 な ど を 打 ち 出 し ま し た が 、 需 給 に つ い て は 市 場 任 せ を 公 言

し 、 米 価 暴 落 の 抜 本 対 策 を 打 ち 出 さ ず に い ま す 。 さ ら に 政 府 の 二 千 十 八 年 産 米 か

ら の 生 産 調 整 廃 止 方 針 に よ り 、 需 給 と 価 格 を い っ そ う 不 安 定 な も の に な ろ う と し

て い ま す 。 こ う し た 状 況 の 中 で 、 国 内 で は 主 食 用 米 か ら 四 十 万 ト ン も エ サ 米 に 転

換 し 、 需 給 の 安 定 に 努 力 し て い ま す 。 に も か か わ ら ず 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 に お い て 、 米

国 産 米 ・ 豪 州 産 米 の 特 別 輸 入 枠 が 合 意 さ れ て い る と の 報 道 も あ り 、 事 実 と す れ ば

米 価 暴 落 に よ る 将 来 不 安 を 抱 え る 国 内 生 産 者 を 愚 弄 す る も の と 言 わ ざ る を 得 ま

せ ん 。 い ま こ そ 、 米 の 需 給 対 策 を 放 棄 す る 方 針 を 撤 回 し 、 政 府 が 需 給 と 価 格 の 安

定 に 責 任 を も つ 米 政 策 を 確 立 す る こ と が 、 強 く 求 め ら れ て い ま す 。 つ き ま し て 、

下 記 の 事 項 を 請 願 い た し ま す と 言 う こ と で 、 請 願 項 目 の 一 は 、 価 格 の 暴 落 と 流 通

の 停 滞 の 原 因 は 過 剰 米 に あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 過 剰 米 の 市 場 隔 離 な ど 、 明 確

に 出 口 対 策 を 実 施 す る こ と 。 米 穀 の 需 給 調 整 に 直 ち に 乗 り 出 し 、 米 価 の 回 復 を は

か る こ と 。 二 、 米 直 接 支 払 交 付 金 の 半 減 措 置 と 米 価 変 動 補 て ん 交 付 金 の 廃 止 の 撤

回 、 生 産 意 欲 の 持 て る 飼 料 用 米 等 へ の 助 成 水 準 の 引 き 上 げ な ど 、 農 家 の 経 営 安 定

対 策 を と る こ と 。 三 、 二 千 十 八 年 産 米 か ら の 生 産 調 整 廃 止 方 針 を 撤 回 す る こ と 。

四 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 に お け る 米 国 産 米 ・ 豪 州 産 米 の 輸 入 特 別 枠 の 合 意 を た だ ち に 撤 回

す る こ と な ど で あ り ま す 。 今 回 の 請 願 に つ い て は 、 衆 参 両 院 の 議 長 宛 に や る と 言
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う こ と に 重 視 し て い る ん で す と い う の が 、 津 軽 農 民 組 合 の 代 表 の 方 の 要 望 で あ り

ま し た 。 以 上 で 説 明 を 終 わ り ま す け れ ど も 、 ぜ ひ 地 域 経 済 の 柱 で も あ り ま す 米 作

り 、 農 家 の 支 援 策 強 化 の た め に ご 賛 同 下 さ い ま す こ と を 心 か ら お 願 い 申 し 上 げ ま

す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ か ら 、 請 願 第 五 号 の 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 、 請 願 第 五 号 を 採 決 い た し ま す 。  

  請 願 第 五 号 は 、 採 択 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 五 号 は 採 択 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

  浅 利 直 志 君 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

  た だ い ま の 、 請 願 採 択 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。  

  つ き ま し て 、 関 係 機 関 へ 意 見 書 を 提 出 し て 頂 き た く 、 お 取 り 計 ら い を お 願 い す る

も の で あ り ま す 。 宜 し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  
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  た だ い ま 、 浅 利 直 志  君 か ら 意 見 書 を 提 出 し た い 旨 の 発 言 が あ り ま し た 。  

  こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 意 見 書 を 提 出 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

  な お 、 意 見 書 の 作 成 に つ き ま し て は 、 紹 介 議 員 と 本 職 に ご 一 任 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

   日 程 第 九 、 請 願 第 六 号  Ｔ Ｐ Ｐ 日 米 協 議 の 合 意 内 容 を 明 ら か に し 、 国 会 決 議 に

違 反 す る 合 意 の 撤 回 を 求 め る 請 願  を 議 題 と い た し ま す 。  

   請 願 第 六 号 の 紹 介 議 員 の  浅 利 直 志  君 か ら 、 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

［ 浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

   そ れ で は 、 趣 旨 説 明 を さ せ て 頂 き ま す 。  

  Ｔ Ｐ Ｐ 日 米 協 議 の 合 意 内 容 を 明 ら か に し 、 国 会 決 議 に 違 反 す る 合 意 の 撤 回 を 求 め

る 請 願 。 請 願 団 体 は  津 軽 農 民 組 合  代 表 者 は  工 藤 保  さ ん で あ り ま す 。  

  請 願 趣 旨 で ご ざ い ま す 。 七 月 二 十 八 日 か ら ハ ワ イ で 開 催 さ れ た Ｔ Ｐ Ｐ 閣 僚 会 合

は 、 大 枠 合 意 に 至 ら ず 閉 幕 し ま し た 。 米 日 両 政 府 は 、 Ｔ Ｐ Ｐ 全 体 の 妥 結 を 狙 っ て

お り 、 今 後 の 交 渉 の 行 方 は 不 透 明 で す 。 一 方 で 日 米 二 国 間 協 議 は 大 き く 進 展 し 、

米 国 産 米 ・ 豪 州 産 米 合 わ せ て 八 万 ト ン の 特 別 輸 入 枠 の 設 定 を は じ め 、 牛 肉 の 関 税

を 十 五 年 掛 け て 三 十 五 ． 八 ％ か か ら 九 ％ ま で 引 き 下 げ 、 豚 肉 の 関 税 一 キ ロ あ た り

最 大 四 百 八 十 二 円 十 年 後 に 五 十 円 前 後 ま で 引 き 下 げ 、 麦 の 事 実 上 の 関 税 の マ ー ク

ア ッ プ を 四 十 五 ％ 削 減 、 米 国 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に バ タ ー ・ 脱

脂 粉 乳 の 輸 入 枠 を 設 定 、 甘 味 資 源 作 物 の 輸 入 拡 大 に つ な が る 措 置 を 検 討 な ど 農 産
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品 重 要 五 品 目 す べ て で 、 日 本 側 の 譲 歩 が 報 道 さ れ て い ま す 。 い ず れ も 米 や 牛 ・ 豚

肉 な ど 重 要 品 目 と し て 、 除 外 又 は 再 協 議 を 求 め た 国 会 決 議 に 違 反 し て い る こ と は

明 白 で あ り 、 重 大 な 譲 歩 提 案 を 公 表 し た だ ち に 撤 回 す べ き で す 。 一 方 で 米 国 議 会

に 出 さ れ た Ｔ Ｐ Ａ （ 大 統 領 貿 易 促 進 権 限 ） 法 案 は 、 従 来 の Ｔ Ｐ Ａ 法 案 と 違 っ て 交

渉 が 妥 結 し て も 事 実 上 議 会 が 修 正 を 求 め る 権 限 が 盛 り 込 ま れ て お り 仮 に 交 渉 が

合 意 し て も 再 譲 歩 が せ ま ら れ る 可 能 性 が あ り ま す 。 さ ら に 、 交 渉 参 加 国 に と っ て

受 け 入 れ が た い 為 替 条 項 も 含 ま れ て い ま す 。 国 会 決 議 か ら 逸 脱 し た 重 要 品 目 の 大

幅 譲 歩 が 明 ら か に な っ た 以 上 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 か ら の 撤 退 を 決 断 す る し か あ り ま せ

ん 。 以 上 の 趣 旨 か ら 、 下 記 の 事 項 に つ い て の 意 見 書 を 政 府 関 係 機 関 に 提 出 す る こ

と を 要 請 し ま す 。 政 府 関 係 機 関 は 衆 参 両 院 議 長 と い う ふ う に 農 民 組 合 で は 希 望 し

て お り ま す 。 請 願 項 目 、 一 、 日 米 二 国 間 協 議 で の 合 意 内 容 を 公 表 し 、 国 会 決 議 に

違 反 す る 合 意 は 撤 回 す る こ と 。 二 、 Ｔ Ｐ Ｐ 交 渉 に 関 す る 国 会 決 議 を 順 守 し 、 守 れ

な い 場 合 は 、 交 渉 か ら 撤 退 す る こ と 。 以 上 が 本 請 願 の 請 願 趣 旨 で ご ざ い ま す 。 な

に と ぞ 採 択 に ご 賛 同 し て 下 さ い ま す こ と を お 願 い し て 趣 旨 説 明 に さ せ て 頂 き ま

す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ か ら 、 請 願 第 六 号 の 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  討 論 な し と 認 め ま す 。  

  こ れ か ら 、 請 願 第 六 号 を 採 決 い た し ま す 。  

  請 願 第 六 号 は 、 採 択 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  
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（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 六 号 は 採 択 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

  浅 利 直 志 君 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

  た だ い ま の 、 請 願 採 択 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。  

  つ き ま し て 、 関 係 機 関 へ 意 見 書 を 提 出 し て 頂 き た く 、 お 取 り 計 ら い を お 願 い す る

も の で あ り ま す 。 宜 し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

  た だ い ま 、 浅 利 直 志  君 か ら 意 見 書 を 提 出 し た い 旨 の 発 言 が あ り ま し た 。  

  こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 意 見 書 を 提 出 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

  な お 、 意 見 書 の 作 成 に つ き ま し て は 、 紹 介 議 員 と 本 職 に ご 一 任 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 い た し ま し た 。  

  本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。  

  ご 苦 労 様 で し た 。  
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散 会  午 前 十 一 時 〇 五 分  


